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 津市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。  
  平成１８年１２月８日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
津市規則第２７３号  
   津市公印規則の一部を改正する規則  
 津市公印規則（平成１８年津市規則第１０号）の一部を次のように改正する。  

別表市印の項を次のように改める。  

市印  れい書 方13（印影

印刷の場合

は、方９～

方17）  

身分証明書及

び印影印刷用

人事課人事

担当の担当

主幹又は担

当副主幹 

１ 

   

 

 

れい書 方15（印影

印刷の場合

は、方11～

方19）  

国民健康保険

被保険者証の

印影印刷用、

国民健康保険

被保険者資格

証明書、国民

健康保険特定

疾病療養受療

証及び国民健

康保険標準負

担額減額認定

証 

保険年金課

国民健康保

険担当の担

当主幹又は

担当副主幹 

１ 

        介護保険被保

険者証の印影

印刷用、介護

保険資格者証、

介護保険標準

負担額減額認

定証、介護保

険特定標準負

担額減額認定

介護保険課

介護保険担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

１ 



    証及び介護保

険利用者負担

額減額・免除

等認定証 

  

      国民健康保険

被保険者証の

印影印刷用、

国民健康保険

被保険者資格

証明書、国民

健康保険特定

疾病療養受療

証及び国民健

康保険標準負

担額減額認定

証並びに介護

保険被保険者

証の印影印刷

用、介護保険

資格者証、介

護保険標準負

担額減額認定

証、介護保険

特定標準負担

額減額認定証

及び介護保険

利用者負担額

減額・免除等

認定証 

久居総合支

所福祉課保

険年金担当

及び各総合

支所（久居

総合支所を

除く。）市

民福祉課保

険年金担当

の担当主幹

又は担当副

主幹 

９ 

   れい書 方５ 国民健康保険

被保険者証の

検認 

保険年金課

国民健康保

険担当の担

当主幹又は

担当副主幹 

２ 

 



 
     久居総合支

所福祉課保

険年金担当

の担当主幹

又は担当副

主幹 

１ 

        市民課窓口

担当の担当

主幹又は担

当副主幹 

２ 

        

国民健康保険

被保険者証の

検認及び住民

基本台帳カー

ドの記録事項

の変更 

各出張所長 27 

          アストプラ

ザアストプ

ラザ管理担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

１ 

      介護保険被保

険者証の検認

介護保険課

介護保険担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

３ 

   久居総合支

所福祉課介

護保険担当

の担当主幹

又は担当副

主幹 

１ 

  

 

  住民基本台帳

カードの記録

事項の変更 

久居総合支

所市民課戸

籍住民担当

の担当主幹

又は担当副 

１ 



     主幹  

      国民健康保険

被保険者証及

び介護保険被

保険者証の検

認並びに住民

基本台帳カー

ドの記録事項

の変更 

各総合支所

（久居総合

支所を除く。）

市民福祉課

戸籍住民担

当の担当主

幹又は担当

副主幹 

８ 

別表市長印の項中「人事課人事研修担当」を「人事課人事担当」に、  
「

１   「
10 

 

市 民 課 外 国

人 登 録 担 当

の 担 当 主 幹

又 は 担 当 副

主 幹  

 

を

 

市 民 課 外 国

人 登 録 担 当

並 び に 久 居

総 合 支 所 市

民 課 戸 籍 住

民 担 当 及 び

各 総 合 支 所

（ 久 居 総 合

支所を除く。）

市 民 福 祉 課

戸 籍 住 民 担

当 の 担 当 主

幹 又 は 担 当

副 主 幹  

 

に、「、久居総合支所市

」 」

民課戸籍住民担当」を「並びに久居総合支所市民課戸籍住民担当」に、「市民

交流課生活相談担当」を「市民交流課交通安全担当」に、  
「  れい書  方 21 西 部 ク リ ー ン

セ ン タ ー 所 長

専 決 事 項  

西 部 ク リ ー

ン セ ン タ ー

セ ン タ ー 管

理 担 当 の 担

当 主 幹 又 は

担 当 副 主 幹 

１  

を

」  

      
 

 
  



「

 

 れい書  方 21 西 部 ク リ ー ン

セ ン タ ー 所 長

専 決 事 項  

西 部 ク リ ー

ン セ ン タ ー

セ ン タ ー 管

理 担 当 の 担

当 主 幹 又 は

担 当 副 主 幹 

１   

  
 

 

 れい書 方 21 白 銀 環 境 清 掃

セ ン タ ー 所 長

専決事 項  

白 銀 環 境 清

掃 セ ン タ ー

セ ン タ ー 管

理 担 当 の 担

当 主 幹 又 は

担 当 副 主 幹 

１ 
に、

」  

三 重 県  
津 市 長  
印 白 銀  

「保健センター所長」を「中央保健センター所長」に、「保健センターセンタ

ー管理担当」を「中央保健センターセンター管理担当」に改め、同表市長職務

代理者印の項中「市民交流課生活相談担当」を「市民交流課交通安全担当」に、 
「

１   「
10 

 

市 民 課 外 国

人 登 録 担 当

の 担 当 主 幹

又 は 担 当 副

主 幹  

 

を

 

市 民 課 外 国

人 登 録 担 当

並 び に 久 居

総 合 支 所 市

民 課 戸 籍 住

民 担 当 及 び

各 総 合 支 所

（ 久 居 総 合

支所を除く。）

市 民 福 祉 課

戸 籍 住 民 担

当 の 担 当 主

幹 又 は 担 当

副 主 幹  

 

に、「、久居総合支所市

」 」
 
民課戸籍住民担当」を「並びに久居総合支所市民課戸籍住民担当」に、  



 
「  れい書  方 21 西 部 ク リ ー ン

セ ン タ ー 所 長

専 決 事 項  

１  

 
     

西 部 ク リ ー

ン セ ン タ ー

セ ン タ ー 管

理 担 当 の 担

当 主 幹 又 は

担 当 副 主 幹 

 
を  

」  
「  れい書  方 21 西 部 ク リ ー ン

セ ン タ ー 所 長

専 決 事 項  

１   

     

西 部 ク リ ー

ン セ ン タ ー

セ ン タ ー 管

理 担 当 の 担

当 主 幹 又 は

担 当 副 主 幹 

  

  
 

 

 れい書 方 21 白 銀 環 境 清 掃

セ ン タ ー 所 長

専決 事 項  

白 銀 環 境 清

掃 セ ン タ ー

セ ン タ ー 管

理 担 当 の 担

当 主 幹 又 は

担 当 副 主 幹 

１ 
に、

」  

津 市 長

職務代理  

者印白銀  

 
「保健センター所長」を「中央保健センター所長」に、「保健センターセンタ

ー管理担当」を「中央保健センターセンター管理担当」に改め、同表久居児童

センター所長印の項中  
「

 」

を  

「   

」

に改め、同表白山町民会館長印の項を次

津市久居

児童セン

ター所長印

のように改める。  

 
白山市

民会館

長印 

 れい書  方 18 一般  白 山 市 民 会

館 長  
１  

 

津市白山

市民会館

長  印

   附 則  
 この規則は、平成１９年１月１日から施行する。  



津市告示第５０５号  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

駐車場事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２１８号）の規定に

基づき、平成１８年４月１日から同年９月３０日までの津市駐車場事業の業務

の状況を次のとおり公表する。  
  平成１８年１２月１日  

 
津市長 松 田 直 久  



１ 事業報告書 
（１）概 況 

駐車場事業は、お城東駐車場、フェニックス通り駐車場及びアスト駐車場を運営

し、市街地における自動車の駐車需要に応ずるよう努めています。 
平成１８年４月１日から同年９月３０日までの利用状況は、次のとおりです。 

 
ア 利用台数       ３１３，９０４台（前年同期 ２８４，５５３台） 
イ 一日平均台数       １，７１５台（前年同期   １，５６１台） 

 
２ 損益計算書 

経理の状況は、損益計算書（別表１）のとおりです。 
 
３ 貸借対照表 

経理の状況は、貸借対照表（別表２）のとおりです。 
 



別表１

平成１８年度上半期津市駐車場事業損益計算書
（平成１８年４月１日から同年９月３０日まで）

（単位　円）

1 営業収益

（１） 駐 車 収 益 144,376,620 144,376,620

2 営業費用

（１） 駐 車 場 管 理 費 43,449,487

（２） 減 価 償 却 費 19,510,000

（３） 資 産 減 耗 費 57,245 63,016,732

営 業 利 益 81,359,888

3 営業外収益

（１） 雑 収 益 721,273 721,273

4 営業外費用

（１） 支 払 利 息 及 び
企業債取扱諸費 17,689,866 17,689,866 △ 16,968,593

経 常 利 益 64,391,295

当 期 純 利 益 64,391,295

前 年 度 繰 越 欠 損 金 628,781,621

当 期 未 処 理 欠 損 金 564,390,326

※ 本表は上半期の執行状況ですから、減価償却費の執行は、当初予算39,020,000円の１／２とする。



別表２

平成１８年度津市駐車場事業貸借対照表
（平成１８年９月３０日）

（単位　円）
資　産　の　部

1 固 定 資 産

（１） 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 1,264,146,151

イ 建 物 1,205,725,411

減価償却累計額 266,373,132 939,352,279

ウ 構 築 物 1,070,200

減価償却累計額 1,016,690 53,510

エ 機 械 及 び 装 置 92,929,272

減価償却累計額 52,153,008 40,776,264

オ 工具、器具及び備品 17,916,833

減価償却累計額 14,724,554 3,192,279

有形固定資産合計 2,247,520,483

固 定 資 産 合 計 2,247,520,483

2 流 動 資 産

（１） 現 金 預 金 57,362,743

（２） 未 収 金 737,686

（３） 前 払 金 1,824,000

流 動 資 産 合 計 59,924,429

資 産 合 計 2,307,444,912



3

4

5

6

資 本 合 計

ア 企 業 債

借入資本金合計

資 本 金 合 計

欠 損 金 合 計

剰 余 金

（１） 欠 損 金

ア

564,390,326

6,730,852

資　本　の　部

564,390,326

負 債 資 本 合 計

△ 564,390,326

1,982,837,819

2,307,444,912

剰 余 金 合 計

欠 損 金

流 動 負 債 合 計

負　債　の　部

317,158,041

固 定 負 債

317,158,041

7,449,052

324,607,093

718,200

1,749,973,027

（２） 前 受 金

負 債 合 計

（１） 自 己 資 本 金

他 会 計 借 入 金（１）

流 動 負 債

未 払 金（１）

固 定 負 債 合 計

当 期 未 処 理

797,255,118

797,255,118

2,547,228,145

資 本 金

（２） 借 入 資 本 金



津市告示第５０６号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２

１９号）第６条の規定に基づき、平成１８年４月１日から同年９月３０日まで

の津市水道事業の業務及び安濃町専用水道事業の業務の状況を次のとおり公表

する。 

  平成１８年１２月１日 

 

津市長  松 田 直 久   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 津市水道事業の概要 

 

 本年度の上半期の業務量は、９月末現在で、給水戸数は１１９，６７０戸で

配水量は２２，２３７，３１６㎥、有収水量は、１８，９３５，９０４㎥とな

りました。 

 簡易水道事業につきましては、給水戸数は７０７戸で、配水量は２８９，３

０３㎥、有収水量は、２５７，２９９㎥となりました。 

 

 

２ 経理の状況 

 

 平成１８年４月１日から同年９月３０日までの経理の状況は、損益計算書（別

表１）及び貸借対照表（別表２）のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

６

104,228,239 131,679,332

27,451,092

（５） 減 価 償 却 費 36,792,000 48,301,559

4,798,884

（４） 総 係 費 3,391,181

（３） 業 務 費 229,710

（２） 配 水 及 び 給 水 費 4,215,808

3,672,860

（２） そ の 他 営 業 収 益

４ 簡 易 水 道 営 業 費 用

（１） 原 水 及 び 浄 水 費

５ 営 業 外 収 益

（１） 受 取 利 息 及 び 配 当 金

2,700 43,502,675

43,499,975

３ 簡 易 水 道 営 業 収 益

（１） 給 水 収 益

１ 営 業 収 益

別表１

2,687,259,564

　　平成１8年度津市水道事業損益計算書

(単位　円）

（平成１８年４月１日から同年９月３０日まで）

11,514,028 2,705,911,465

（２） 受 託 工 事 収 益 7,137,873

（１） 給 水 収 益

２ 営 業 費 用

（１） 原 水 及 び 浄 水 費 1,440,268,849

（３） そ の 他 営 業 収 益

（３） 受 託 工 事 費 27,493,126

（２） 配 水 及 び 給 水 費 227,840,803

（５） 総 係 費 165,717,723

（４） 業 務 費 140,638,598

（６） 減 価 償 却 費 702,897,500

1,017,590

（７） そ の 他 営 業 費 用 37,276 2,704,893,875

営 業 利 益

営 業 外 費 用

（２） 雑 収 益

（３） 新 規 給 水 加 入 金

△ 137,809,924（１） 支払利息及び企業債取扱諸費 269,489,256 269,489,256

簡 易 水 道 営 業 損 失



（１） 過 年 度 損 益 修 正 損

（１）

７ 簡易水道営業外費用

（１） 支払利息及び企業債取扱諸費

（１） 過 年 度 損 益 修 正 損

１０ 簡 易 水 道 特 別 損 失

901,547

９ 特 別 損 失

過 年 度 損 益 修 正 益 901,547

８ 特 別 利 益

△ 21,521,218

163,112,436

21,521,218 21,521,218

当 期 純 損 失

△ 3,400,282

166,520,074

7,356 7,356 △ 7,356

4,301,829 4,301,829

前 年 度 繰 越 欠 損 金

経 常 損 失

  　1,405,795,000円及び　簡易水道営業費用の減価償却費73,584,000円）の１/２とする。
※ 本表は、上半期の執行状況のため、減価償却費の執行は、当初予算額（営業費用の減価償却費

664,734,787

当 期 未 処 理 欠 損 金 831,254,861



簡易水道有形固定資産

簡易水道有形固定資産合計

551,494,766 1,230,923,231

     ヘ 10,307,720

1,572,430,715

     ホ 17,406,000

4,469,238 12,936,762

256,159,372 212,966,224

     ニ 469,125,596機 械 及 び 装 置

     ハ 1,782,417,997

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

     ロ 84,238,165

19,343,339 64,894,826減 価 償 却 累 計 額

     チ

     イ 40,401,952

(2) 

有 形 固 定 資 産 合 計

別表2

39,169,640,959

329,193,932

44,035,417

     ヘ

272,317,426 56,876,506

     ト

1,134,299,515

64,084,188

20,048,771

     ホ 8,163,334,735機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額 4,941,960,109 3,221,374,626

16,814,887,159 31,543,380,974減 価 償 却 累 計 額

     ニ 48,358,268,133

649,674,067 1,523,262,306

     ハ 2,172,936,373建 物

     イ

     ロ 4,386,284

土 地

立 木

１ 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

平成１８年度津市水道事業貸借対照表
               （平成１８年９月３0日）

(単位　円）

資 産 の 部

1,666,011,977

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

土 地

建 物

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定



貯 蔵 品

簡易水道無形固定資産合計

107,934,750

133,700,000

141,900

377,496

46,982,189,048

5,677,272,992

41,304,916,056

     ハ

(3) 無 形 固 定 資 産

     イ

     ロ

519,396

376,798,322

267,674,991

1,586,186

107,537,145

(5) 

     イ

     ロ

(4) 

(1) 現 金 預 金

     イ

２ 流 動 資 産

未 収 金

前 払 金

676,727,616

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

78,902,792

185,526,664

185,526,664

(2) 

94,551

(6) そ の 他 流 動 資 産

(4) 前 払 費 用

(5) 

(3) 

4,679,913,283

３ 固 定 負 債

19,628,819

負 債 の 部

固 定 負 債 合 計

中 勢 水 道 利 用 権

庁 舎 利 用 権

電 話 加 入 権

中 勢 水 道 利 用 権

簡易水道無形固定資産

無形固定資産合計

電 話 加 入 権

基 金

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

投 資

     イ 退 職 給 与 引 当 金 19,628,819

(1) 引 当 金

引 当 金 合 計 19,628,819



負 債 資 本 合 計

23,015,781,458

46,982,189,048

46,036,410,933

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

     ハ 当期未処理欠損金 831,254,861

△ 797,248,369

     ロ 7,890,000水道施設開発積立金

     イ 減 債 積 立 金 26,116,492

(2) 利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計 23,813,029,827

     チ 基 金 繰 入 金 459,407,792

     ヘ 他 会 計 補 助 金

     ト 基 金 利 息 22,414,793

1,733,729,466

     ホ 新 規 給 水 加 入 金 2,018,237,549

     ニ 寄 附 金 240,152,160

受 贈 財 産 評 価 額 3,406,265,256

     ハ 国 県 補 助 金 3,765,036,536

     イ 工 事 負 担 金 12,167,786,275

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

     ロ

４ 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

(2) 前 受 金

そ の 他 流 動 負 債

借 入 資 本 金 合 計

負 債 合 計

926,149,296

(3) 460,821,633

240,671,992

(1) 未 払 金 224,655,671

945,778,115

５ 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 6,229,472,900

資 本 の 部

(2) 借 入 資 本 金

     イ 企 業 債 16,791,156,575

資 本 金 合 計

16,791,156,575

23,020,629,475



１ 安濃町専用水道事業の概要 

 

 本年度の業務量は、９月末現在で、配水量は１７５，１５０㎥、有収水量は

１６８，７７３㎥となりました。 

 

 

２ 経理の状況 

 

 平成１８年４月１日から同年９月３０日までの経理の状況は、損益計算書（別

表１）及び貸借対照表（別表２）のとおりであります。 

 

 

 

 なお、平成１８年１０月１日から、津市工業用水道事業が新設されたため、

安濃町専用水道事業は同年９月３０日をもって廃止となりました。 



前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

経 常 利 益

0

4,090,665

4,090,665

当 期 純 利 益

3,771,305営 業 利 益

（３） 減 価 償 却 費 3,044,572 7,110,655

（２） 総 係 費 2,958,068

別表１

１ 営 業 収 益

1,108,015

給 水 収 益 10,881,960（１）

２ 営 業 費 用

（１）

平成１8年度安濃町専用水道事業損益計算書

(単位　円）

10,881,960

原 水 及 び 浄 水 費

（平成１８年４月１日から同年９月３０日まで）

３ 営 業 外 収 益

（１） 雑 収 益 319,360

4,090,665

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

319,360 319,360



資 産 合 計

減 価 償 却 累 計 額

有形固定資産合計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

96,963,772

84,636,537

２

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

流 動 資 産 合 計

1,890,000

86,526,537

183,490,309

96,963,772

１ 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

     イ

     ロ 7,999,210

土 地

建 物

     ハ 85,309,046

4,574,917 3,424,293減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

49,030,106 36,278,940

     ニ 78,034,146機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

別表2

807,614

850,120

42,506

     ホ

22,466,113 55,568,033減 価 償 却 累 計 額

平成１８年度安濃町専用水道事業貸借対照表

車 両 運 搬 具

(単位　円）

               （平成１８年９月３０日）

資 産 の 部

1,650,000



負 債 の 部

３ 流 動 負 債

(1) 未 払 金 215,863

流 動 負 債 合 計 215,863

負 債 合 計 215,863

資 本 の 部

４ 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 131,979,612

資 本 金 合 計 131,979,612

５ 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

     イ 工 事 負 担 金 1,657,500

資 本 剰 余 金 合 計 1,657,500

(2) 利 益 剰 余 金

     イ 利 益 積 立 金 5,538,423

     ロ 建 設 改 良 積 立 金 40,008,246

     ハ 当期未処分利益剰余金 4,090,665

利 益 剰 余 金 合 計 49,637,334

剰 余 金 合 計 51,294,834

資 本 合 計 183,274,446

負 債 資 本 合 計 183,490,309



津市告示第５０７号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項の規定

に基づき、平成１８年４月１日から同年９月３０日までの津市農業共済事業

の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成１８年１２月１日  

               

                     津市長  松  田  直  久  



１ 事業報告書    

本年度の農作物共済の水稲につきましては、引受戸数が 5,312 戸、引受  

面積 386,650a、農家負担共済掛金は 16,268,603 円となっております。 

家畜共済につきましては、引受件数 17 件、引受頭数 1,394 頭、農家負

担共済掛金は 14,900,075 円となっております。 

家 畜 共 済 の 事 故 に つ き ま し て は 、 病 傷 事 故 は 299 件 で 支 払 共 済 金 が

6,589,760 円、死廃事故は 131 件で支払共済金が 12,861,954 円となって

おります。 

畑作物共済につきましては、引受戸数３戸、引受面積 2,507.9ａ、農家

負担共済掛金は 191,091 円となっております。 

園芸施設共済につきましては、引受戸数 50 戸、引受棟数 98 棟、引受面

積 45,539 ㎡、農家負担共済掛金は 848,597 円となっております。 

業務の状況につきましては、本年度から事務費国庫負担金が廃止された

ことから、一般会計から 80,102 千円を受け入れし、なお生じる不足分を

業務引当金から 21,288 千円戻入することとしたものであります。 

 

２  経理の状況  

  本年度の状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照表（別表２）のと

おりであります。  

 

３  前事業年度の決算の状況 

平成１７年度の決算の状況は、平成１７年度津市農業共済事業会計決算

書（別冊１）のとおりであります。  

  

 



872,090 5,066,002 54,743,110事業収益合計（Ａ） 17,292,674 31,321,253 191,091

770,261 770,261(21) 業 務 雑 収 入

(20) 事 業 勘 定 受 入

(19)
受 取 損 害 防 止
事 業 負 担 金

(18) 損 害 防 止 収 入

(17) 受 託 収 入

4,295,741 4,295,741(16) 賦 課 金

(15) 受 取 奨 励 金

(14) 受 取 補 助 金

(13) 特 別 積 立 金 戻入

(12) 法 定 積 立 金 戻入

(11)
固 定 化 債 権
引 当 金 戻 入

(10) 支 払 備 金 戻 入

(9) 責 任 準 備 金 戻入

(8)
連 合 会 特 別
交 付 金

(7) 還 付 収 入 金

1,292,791(6) 技 術 給 付 金 1,292,791

3,006,485(5) 受 取 診 療 補 塡金 3,006,485

(4) 診 療 収 入

23,493 12,935,850(3) 保 険 金 790,455 12,121,902

233,616(2) 交 付 金 233,616

191,091 848,597 32,208,366(1) 共 済 掛 金 16,268,603 14,900,075

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

1.事業収益

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

別表１

平 成 18 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 損 益 計 算 書
（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） (単位　円)



(単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

2.事業費用

(1) 保 険 料 2,696,152 148,626 678,838 3,523,616

(2) 技 術 料 8,035,131 8,035,131

(3) 共 済 金 2,302,208 19,451,714 26,104 21,780,026

(4) 診 療 諸 掛

(5) 還 付 支 払 金

(6) 無 事 戻 金

(7) 責 任 準 備 金 繰入

(8) 支 払 備 金 繰 入

(9)
固 定 化 債 権
引 当 金 繰 入

(10) 業 務 勘 定 繰 入

(11) 支 払 賦 課 金 1,409,779 1,409,779

(12) 一 般 管 理 費 44,997,679 44,997,679

(13) 普 及 推 進 費

(14) 損 害 評 価 費 1,557,852 1,557,852

(15) 損 害 防 止 費

(16) 負 担 金 40,000 40,000

(17) 業 務 雑 費

(18) 減 価 償 却 費

事業費用合計（Ｂ） 2,302,208 30,182,997 148,626 704,942 48,005,310 81,344,083

事業利益（事業損失）
（Ｃ）＝（Ａ）-（Ｂ）

14,990,466 1,138,256 42,465 167,148 △42,939,308 △26,600,973



(単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

3.事業外収益

(1) 業 務 勘 定 受 入

(2) 財 産 処 分 益

(3) 事 業 雑 利 益

(4) 受 取 寄 付 金

(5) 受 取 利 息

(6) 受 取 拠 出 金

(7) 業 務 雑 利 益 370,100 370,100

(8) 業 務 引 当 金 戻入

(9) 修 繕 引 当 金 戻入

事業外収益合計（Ｄ） 370,100 370,100

当年度総利益
（当年度総損失）
（Ｅ）＝（Ｃ）+（Ｄ）

14,990,466 1,138,256 42,465 167,148 △42,569,208 △26,230,873

4.事業外費用

(1) 事 業 支 払 利 息

(2) 財 産 処 分 損

(3) 事 業 雑 損 失

(4) 業 務 支 払 利 息

(5) 支 払 拠 出 金

(6) 事 業 勘 定 繰 入

(7)
固 定 化 債 権
回 収 不 能 損

(8) 業 務 雑 損 失 82,683 82,683

(9) 業 務 引 当 金 繰入

(10) 修 繕 引 当 金 繰入

事業外費用合計（Ｆ） 82,683 82,683

純 利 益 14,990,466 1,138,256 42,465 167,148 16,338,335

△42,651,891 △42,651,891純 損 失



別表２

平 成 18 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 貸 借 対 照 表
（平成18年9月30日） (単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

1.流動資産

(1) 現 金 預 金 374,370,102 374,370,102

(2) 一 時 貸 付 金 267,425,592 7,517,460 2,817,648 3,305,804 281,066,504

(3) 有 価 証 券

(4)

未 収 金 493,714 8,767,860

固 定 化 債 権
引 当 金 ( 差 引 )

52,177 9,313,751

(5) 前 払 費 用

(6) そ の 他 流 動 資 産

(7) 貯 蔵 品

流 動 資 産 計 267,919,306 16,285,320 2,817,648 3,305,804 374,422,279 664,750,357

2.固定資産

(1)

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計額
( 差 引 ）

11,252,600 11,252,600

6,335,614 6,335,614

(2) 無 形 固 定 資 産 224,952 224,952

(3) 拠 出 金 6,574,910 6,574,910

固 定 資 産 計 11,716,848 11,716,848

資 産 合 計 267,919,306 16,285,320 2,817,648 3,305,804 386,139,127 676,467,205



(単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

3.流動負債

(1) 一 時 借 入 金 281,066,504 281,066,504

(2) 未 払 金 121,958 11,080,000 238,358 324,771 11,765,087

(3) 前 受 収 益

(4) 責 任 準 備 金 12,582,460 6,035,989 123,098 18,741,547

(5) 支 払 備 金 15,807 15,807

(6) そ の 他 流 動 負 債

(7) 企 業 債

流 動 負 債 計 12,704,418 17,115,989 15,807 361,456 281,391,275 311,588,945

4.固定負債

(1) 退 職 給 与 引 当金

(2) 業 務 引 当 金 147,399,743 147,399,743

(3) 修 繕 引 当 金

(4) 農 家 拠 出 金

固 定 負 債 計 147,399,743 147,399,743

負 債 合 計 12,704,418 17,115,989 15,807 361,456 428,791,018 458,988,688

5.資本

(1) 剰 余 金 240,224,422 2,759,376 2,777,200 245,760,998

法 定 積 立 金 124,849,595 1,313,508 793,217 126,956,320

特 別 積 立 金 115,374,827 1,445,868 1,983,983 118,804,678

(2)
当年度未処分剰余金

14,990,466 △830,669
(未処理不足金)

42,465 167,148 △42,651,891 14,369,410

繰越剰余金年度末残高
△1,968,925

(不足金）
△1,968,925

当 年 度 純 利 益
14,990,466 1,138,256

(純損失)
42,465 167,148 △42,651,891 △26,313,556

資 本 計 255,214,888 △830,669 2,801,841 2,944,348 △42,651,891 217,478,517

負 債 資 本 合 計 267,919,306 16,285,320 2,817,648 3,305,804 386,139,127 676,467,205



2,999,618 △1,078,382
事 業 外 収 益

4,078,000 4,078,000

家
畜
共
済
勘
定

第1款
27,608,000 27,608,000 24,161,842 △3,446,158

農
作
物
共
済
勘
定

決 算 額
予算に比べ
決 算 額 の
増 減

区　　分

△2,000

共済事業収益

第1項
27,606,000 27,606,000 24,161,842 △3,444,158

事 業 収 益

第2項
2,000

事 業 外 収 益

畑
作
物
共
済
勘
定

第1款

事 業 収 益

△353,54012,582,46012,936,000

共済事業収益

第1項

第2項
事 業 外 収 益

12,582,460 △351,540

△2,000

園
芸
施
設
共
済
勘
定

第1款
1,304,000

共済事業収益

第1項
1,302,000

事 業 収 益

第2項

1,258,037 △43,963

1,304,000 1,258,037 △45,963

1,302,000

2,000

2,000

収 入

第2項
事 業 外 収 益

2,000

12,936,000

予 算 額

補正予算額

地方公営企
業法第24条
第 3 項 の 規
定 に よ る 支
出額に係る
財源充当額

第1項
12,934,00012,934,000

事 業 収 益

共済事業収益
第1款

2,000 △2,000
事 業 外 収 益

業

務

勘

定

第1款
29,049,000

共済事業収益

第1項
24,977,000

2,000

事 業 収 益

第2項
4,072,000

事 業 外 収 益

29,049,000 28,273,383 △775,617

4,072,000 2,999,618 △1,072,382

24,977,000 25,273,765 296,765

総

合

第1款
70,897,000

共済事業収益

第1項
66,819,000

事 業 収 益

第2項

70,897,000 66,275,722 △4,621,278

66,819,000 63,276,104 △3,542,896

(単位　円)

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 決 算 報 告 書

別冊１

1 決算報告書

合 計

(1)収益的収入及び支出

当初予算額



(単位　円)

117,994 89,006
事 業 外 費 用

207,000 207,000

予 算 額

農

作

物

共

済

勘

定

決 算 額 不 用 額区　　分

共済事業費用

第1項
27,606,000 27,606,000 23,735,402 3,870,598

12,582,46012,936,000

12,582,460

1,000

第1項
事 業 費 用

348,540

4,000 4,000

1,000

353,540
共済事業費用
第1款

支 出

合 計

12,936,000

第1項
12,931,00012,931,000

事 業 費 用

家

畜

共

済

勘

定

第1款
27,608,000

第2項
1,000

第3項
予 備 費

事 業 外 費 用

1,000

当初予算額 補正予算額

地方公営企
業法第24条
第 3 項 の 規
定 に よ る 支
出 額

23,063

1,302,000 1,302,000 1,280,937 21,063

1,304,000

1,000

1,000 1,000

共済事業費用

1,000

1,000

1,000

事 業 費 用

1,000

27,608,000 23,735,402

第3項
予 備 費

4,000

685,611

29,049,000 28,273,383

28,841,000 28,155,389

775,617

第2項
1,000

事 業 外 費 用

1,000

3,872,598

1,000

畑

作

物

共

済

勘

定

第1款
共済事業費用

第2項
事 業 外 費 用

第3項
予 備 費

1,000

園
芸
施
設
共
済
勘
定

第1款
1,304,000

事 業 外 費 用

第3項
予 備 費

第2項

1,280,937
共済事業費用

第1項
事 業 費 用

業

務

勘

定 第3項

第1項
28,841,000

事 業 費 用

第2項

第1款
29,049,000

1,000
予 備 費

1,000 1,000

総

合

第1款
70,897,000

事 業 費 用

第2項
210,000

予 備 費

共済事業費用
70,897,000 65,872,182 5,024,818

第1項
70,680,000 70,680,000 65,754,188 4,925,812

210,000 117,994 92,006
事 業 外 費 用

第3項
7,000 7,000 7,000



当初予算額

第2項

資本的支出

第1項

区　　分
補正予算額 流用増減額

固定資産取得費

第3項

第1款

備　考
合計

決算額 不用額

予 算 額

(2)資本的収入及び支出

収 入 (単位　円)

決算額
予算額に比べ
決算額の増減

備　　考

業務勘定

固定資産売却代金

第3項
業務引当金戻入

当初予算額
区　　分

第1款
資本的収入

予 算 額

第1項
補助金

第2項

補正予算額 合計

支 出 (単位　円)



2 損益計算書

項 目

1.事業収益

農 作 物
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

総 合業 務 勘 定
園 芸 施 設
共 済 勘 定

3,581,505

9,000,955 13,033,554 270,844

6,332,690(3) 保 険 金 847,051 7,179,741

1,265,910

645,050 645,050

1,265,910

25,15725,157

2,999,6232,859,481 140,142

23,260,000 23,260,000

285,380 285,380

706,993 706,993

(単位　円)

(1)

(2)

共 済 掛 金

交 付 金

22,305,353

3,581,505

(4) 診 療 収 入

(5) 受 取 診 療 補 塡金

(6) 技 術 給 付 金

(7) 還 付 収 入 金

(8) 連合会特別交付金

(9) 責 任 準 備 金 戻入

(10) 支 払 備 金 戻 入

(11)
固 定 化 債 権
引 当 金 戻 入

(12) 法 定 積 立 金 戻入

(13) 特 別 積 立 金 戻入

(14) 受 取 補 助 金

(15) 受 取 奨 励 金

(16) 賦 課 金

(17) 受 託 収 入

(18) 損 害 防 止 収 入

(19)
受 取 損 害 防 止事
業 負 担 金

999,550 999,550

(20) 事 業 勘 定 受 入

21,842 21,842(21) 業 務 雑 収 入

事業収益合計（Ａ）

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 損 益 計 算 書
（平成18年1月1日から平成18年3月31日まで）

1,258,037 25,273,765 63,276,10412,582,460 24,161,842



28,155,389 65,754,188

426,440 △22,900 △2,881,624 △2,478,084

12,582,460 23,735,402 1,280,937

382,122 382,122(18) 減 価 償 却 費

(17) 業 務 雑 費

(15) 損 害 防 止 費

(16) 負 担 金

(13) 普 及 推 進 費

(14) 損 害 評 価 費

(11) 支 払 賦 課 金

(12) 一 般 管 理 費

(9)
固 定 化 債 権
引 当 金 繰 入

(10) 業 務 勘 定 繰 入

(7) 責 任 準 備 金 繰入

(8) 支 払 備 金 繰 入

(5) 還 付 支 払 金

(6) 無 事 戻 金

(単位　円)

(1)

(2)

保 険 料

技 術 料

8,037,852

43,200

999,550

134,760

999,550

134,760

2,226,000 2,226,000

371,225

24,041,732 24,041,732

371,225

18,741,54712,582,460 123,098

20,12620,126

10,756,074(3) 共 済 金 941,176

43,200

7,821,189 216,663

総 合業 務 勘 定
園 芸 施 設
共 済 勘 定

項 目

2.事業費用

農 作 物
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

事業費用合計（Ｂ）

事業利益（事業損失）
（Ｃ）＝（Ａ）-（Ｂ）

9,814,898

6,035,989

(4) 診 療 諸 掛



(4) 受 取 寄 付 金

(3) 事 業 雑 利 益

項 目

3.事業外収益

農 作 物
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

総 合業 務 勘 定
園 芸 施 設
共 済 勘 定

77

2,999,611 2,999,611

2,999,618 2,999,618

△22,900 117,994 521,534426,440

117,994 117,994

(単位　円)

(1)

(2)

業 務 勘 定 受 入

財 産 処 分 益

(5) 受 取 利 息

(6) 受 取 拠 出 金

(7) 業 務 雑 利 益

(8) 業 務 引 当 金 戻入

当年度総利益
（当年度総損失）
（Ｅ）＝（Ｃ）+（Ｄ）

4.事業外費用

(9) 修 繕 引 当 金 戻入

事業外収益合計（Ｄ）

(1) 事 業 支 払 利 息

(2) 財 産 処 分 損

(3) 事 業 雑 損 失

(4) 業 務 支 払 利 息

(5) 支 払 拠 出 金

(6) 事 業 勘 定 繰 入

(9) 業 務 引 当 金 繰入

(10) 修 繕 引 当 金 繰入

事業外費用合計（Ｆ）

(7)
固 定 化 債 権
回 収 不 能 損

(8) 業 務 雑 損 失

117,994 117,994

426,440 426,440

△22,900

当年度純利益

当年度純損失 △22,900



6.

繰 越 剰 余 金
年 度 末 残 高
(繰越不足金年度末残高)

(1) 固 定 資 産 処 分損

(2) 臨 時 損 失

5.
当 年 度 純 利 益
（当年度純損失）

当 年 度
未 処 分 剰 余 金

(繰越不足金増加高）

△2,395,365 140,464

総 合業 務 勘 定

426,440

(単位　円)

1.

2.

繰 越 剰 余 金 12,332,210△2,395,365 140,464

過 年 度 損 益 修正

3.

園 芸 施 設
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

(1) 固 定 資 産 処 分益

繰越剰余金増加高
(繰越不足金減少高）

家 畜
共 済 勘 定

4. 14,587,111

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

14,587,111

(2)

過 年 度 損 益 修正

繰越剰余金減少高

(3)

117,564

12,332,210

403,540

3 剰余金計算書

12,735,750
(当年度未処理不足金）

△22,900

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 剰 余 金 計 算 書
（平成18年1月1日から平成18年3月31日まで）

14,587,111 △1,968,925

(注) 1.については繰越不足金が存在する場合のみ記入、4.欄は1.をそのまま移記入。



(単位　円)

　　　　　　　項　目
　　区　分

法 定 積 立 金 特 別 積 立 金 合 計

当 期 累 計 当 期 累 計 当 期 累 計

大豆共済勘定 1,313,508 1,445,868 2,759,376

累 計

家畜共済勘定

(単位　円)

　　　　　　　項　目
　　区　分

法 定 積 立 金 特 別 積 立 金 合 計

当 期 累 計 当 期 累 計 当 期

法 定 積 立 金 第 １ 次 限 度 額 法 定 積 立 金 限 度 額

39,897,841 79,795,682

　　　　　　　項　目
　　区　分

法 定 積 立 金 特 別 積 立 金

当 期 累 計 当 期 累 計

水 稲

園 芸 施 設
共 済 勘 定

58,782 793,217

7,198,028麦

エ　園芸施設共済勘定

イ　家畜共済勘定

ウ　畑作物共済勘定

58,782

合 計

(単位　円)

1,983,983 117,564 2,777,200

合 計

当 期 累 計

14,396,056

(単位　円)

(単位　円)

　　　　　　　項　目
　　区　分

20,732,752 8,372,133 30,085,609

合 計 3,426,593 124,849,595 11,160,518 115,374,827 14,587,111 240,224,422

麦 3,426,593 9,352,857 4,945,540

当 期 累 計

水 稲 0 115,496,738 6,214,978 94,642,075 6,214,978 210,138,813

当 期 累 計 当 期

　　　　　　　項　目
　　区　分

法 定 積 立 金 特 別 積 立 金

累 計

ア　農作物共済勘定

円

円

円

円

14,587,111

117,564

家 畜 共 済 勘 定

畑 作 物 共 済 勘 定

園 芸 施 設 共 済 勘 定

(2)　剰余金処分額

4 剰余金処分（不足金処理)計算書

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書

(1)　当年度未処分剰余金

農 作 物 共 済 勘 定

 既積立金総額と当期剰余金の合計額 240,224,422円を共済目的別の過不足累計額、水稲

210,138,813円（87.4760406334％）、麦 30,085,609円（12.5239593666％）により配分し、

この配分額から既積立金を差し引いて得た共済目的別当期剰余金を次のとおり積み立てる。 



畑 作 物 共 済 勘定

園芸施設共済勘定

農 作 物 共 済 勘定

家 畜 共 済 勘 定

(単位　円)

　　　　　　　　　項　目
　　区　分

法 定 積 立 金
に よ る 補 塡

特 別 積 立 金
に よ る 補 塡

補 塡 額 合 計 繰 越 不 足 金

園 芸 施 設 共 済 勘 定 円

(2)　未処理不足金処理額

家 畜 共 済 勘 定 1,968,925 円

畑 作 物 共 済 勘 定 円

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 不 足 金 処 理 計 算 書

(1)　当年度未処理不足金

農 作 物 共 済 勘 定 円



固 定 資 産 計

資 産 合 計

減 価 償 却 累 計額
( 差 引 ）

(2) 無 形 固 定 資 産

(3) 拠 出 金

(1)

有 形 固 定 資 産

252,906,815 14,469,687

11,252,600

流 動 資 産 計

2.固定資産

2,775,183

（平成18年3月31日）

6,335,614

(単位　円)

407,649,725 407,649,725

249,151,422

(7) 貯 蔵 品

6,574,910

3,007,885 407,676,335 680,835,905

(5) 前 払 費 用

(6) そ の 他 流 動 資 産

未 収 金

固 定 化 債 権
引 当 金 ( 差 引 )

(4)

(1)

(2)

現 金 預 金

一 時 貸 付 金

419,393,183 692,552,753252,906,815 14,469,687 2,775,183 3,007,885

11,716,848

224,952

6,574,910

11,716,848

224,952

6,335,614

11,252,600

3,755,393 2,192,906 26,610 5,974,909

(3) 有 価 証 券

3,007,885 267,211,27112,276,781 2,775,183

総 合業 務 勘 定
園 芸 施 設
共 済 勘 定

5 貸借対照表

項 目

1.流動資産

農 作 物
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 貸 借 対 照 表



流 動 負 債 計

当年度未処分剰余金

(未処理不足金)

(3) 前 受 収 益

12,682,393

(4) 責 任 準 備 金

繰越剰余金年度末残高

項 目

3.流動負債

農 作 物
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

総 合業 務 勘 定
園 芸 施 設
共 済 勘 定

107,587 4,782,169 15,392,312

12,582,460 6,035,989 123,098 18,741,547

15,80715,807

16,438,612 15,807 230,685 271,993,440 301,360,937

147,399,743

12,682,393 16,438,612 15,807 230,685 419,393,183 448,760,680

147,399,743

225,637,311 2,759,376 2,659,636 231,056,323

(単位　円)

(1)

(2)

一 時 借 入 金

未 払 金

267,211,271 267,211,271

99,933 10,402,623

(5) 支 払 備 金

(6) そ の 他 流 動 負 債

(7) 企 業 債

147,399,743

(1) 退 職 給 与 引 当金

147,399,743業 務 引 当 金

5.資本

(1) 剰 余 金

法 定 積 立 金 121,423,002 1,313,508 734,435 123,470,945

特 別 積 立 金 104,214,309 1,445,868 1,925,201 107,585,378

(2) 14,587,111 △1,968,925 117,564 12,735,750

14,587,111 △2,395,365
(不足金）

140,464 12,332,210

△22,900 403,540426,440
当 年 度 純 利 益

(純損失)

負 債 資 本 合 計 2,775,183 3,007,885 419,393,183

資 本 計

4.固定負債

固 定 負 債 計

負 債 合 計

(2)

692,552,753252,906,815 14,469,687

240,224,422 △1,968,925 2,759,376 2,777,200 243,792,073

(3) 修 繕 引 当 金

(4) 農 家 拠 出 金



流 動 資 産 合 計 407,676,335 680,835,905

総 合業 務 勘 定

負債の部

240,224,422 △1,968,925差引資本

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

2,759,376 2,777,200

230,685

243,792,073

6 財産目録

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

平 成 １ ７ 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 財 産 目 録
（平成18年3月31日）

資産の部

(単位　円)

園 芸 施 設
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

3,007,8852,775,183

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

11,716,848 11,716,848

252,906,815 14,469,687 2,775,183 3,007,885 419,393,183 692,552,753

12,682,393 16,438,612 15,807 230,685

147,399,743147,399,743

271,993,440 301,360,937

12,682,393 16,438,612 15,807

252,906,815 14,469,687

419,393,183 448,760,680

(注) 資産、負債の内容は、貸借対照表のとおりである。



津市告示第５０８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 西古河地内、江戸橋駅西公共自転車等駐車場及び江

戸橋駅東公共自転車等駐車場                

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５０９号  
 下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。  
  平成１８年１２月４日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

 
 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

０１５８０４８  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１１月２０日  

０５５０１５２  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１１月２０日  

２１１０１７４  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１１月１９日  

２１６４１６３  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１１月１６日  

２１６６８５３  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１１月１６日  

４１０１６３５  平成１８年１０月 1 日  平成１８年１１月２４日  

 



津市告示第５１０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 久居駅（放置禁止区域）                   

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１１号  
 平成１９年度において本市が発注する工事又は製造の請負、物件の売買その

他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格及び入札参加資格審査申請書の提出時期、添付書類等

について次のとおり定めたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「令」という。）第１６７条の５第２項（令第１６７条の１１第３項におい

て準用する場合を含む。）並びに津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。）

第５条第２項及び第６条第２項の規定により告示する。  
  平成１８年１２月５日  

 
                     津市長 松 田 直 久  

 
１ 競争入札参加資格要件  
  競争入札への参加資格の要件は、次のとおりとする。  
（１）競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ないものでないこと。  
（２）次の各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後２

年を経過していないものでないこと。  
  ア 本市との契約の履行に当たり、故意に工事又は製造を粗雑にした者  
  イ 競争入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  
  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者  
  エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  
  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  
  カ アからオのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、

契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者  
（３）経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。  
（４）平成１９年１月１日を基準として直前２か年の営業年度内に納付すべき

市町村民税、固定資産税（都市計画税を含む。）、軽自動車税並びに消費税

及び地方消費税を納付していること。  
（５）建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１

項に規定する許可（建設コンサルタント等にあっては、それぞれの業務に

関し法令の定めるところによる登録）を受けていること。  
（６）法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受け、経営に関する



客観的事項の年平均完成工事高（建設コンサルタント等にあっては、入札

参加資格審査申請書に記載された営業収入金額）を有していること。  
（７）建設工事等の業種に応じた技術者を有していること。  
２ 申請書類  
  競争入札に参加するために必要な入札参加資格審査申請書及びその添付書

類は、次のとおりとする。  
（１）工事又は製造の請負  
  ア 入札参加資格審査申請書（指定用紙）  
  イ 有資格技術職員調書（指定様式）  
  ウ 許可証明書（申請日以前３か月以内の証明日のものに限る。以下の証

明書につき同じ。）  
  エ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し  
  オ 営業所一覧表（指定用紙）  
  カ 法人にあっては会社法人の登記事項証明書、個人にあっては身分証明

書（所轄の市町村長が発行したもの）  
  キ 印鑑証明書（印鑑登録証明書）  
  ク 使用印鑑届（指定用紙）  
  ケ 委任状（指定用紙）  
  コ 納税証明書又は完納証明書  
  サ 工事・測量等経歴書（指定用紙）  
  シ 技術者経歴書（指定用紙）  
  ス 建設業退職者共済組合加入履行証明書  
  セ 業者カード（指定用紙）  
（２）測量及び建設コンサルタント等  
  ア 入札参加資格審査申請書（指定用紙）  
  イ 有資格技術職員調書（指定用紙）  
  ウ 登録等証明書（申請日以前３か月以内の証明日のものに限る。以下の

証明書につき同じ。）  
  エ 測量等実績高確認調書（指定用紙）  
  オ 法人にあっては会社法人の登記事項証明書、個人にあっては身分証明

書（所轄の市町村長が発行したもの）  
  カ 印鑑証明書（印鑑登録証明書）  
  キ 使用印鑑届（指定用紙）  
  ク 委任状（指定用紙）  
  ケ 納税証明書又は完納証明書  



  コ 工事・測量等経歴書（指定用紙）  
  サ 技術者経歴書（指定用紙）  
  シ 財務諸表  
  ス 現況報告書副本の写し  
  セ 業者カード（指定用紙）  
（３）物件の売買及び業務委託（以下「物件の売買等」という。）  
  ア 入札参加資格審査申請書（指定用紙）  
  イ 経営の規模及び状況に関する調書（指定用紙）  
  ウ 希望業種明細表（指定用紙）  
  エ 営業届証明書（申請日以前３か月以内の証明日のものに限る。以下の

証明書につき同じ。）  
  オ 法人にあっては会社法人の登記事項証明書、個人にあっては身分証明

書（所轄の市町村長が発行したもの）  
  カ 印鑑証明書（印鑑登録証明書）  
  キ 使用印鑑届（指定用紙）  
  ク 委任状（指定用紙）  
  ケ 納税証明書又は完納証明書  
  コ 津市国民健康保険料（税）納付証明書  
  サ 業務経歴書（指定用紙）  
  シ 営業用機械器具一覧表（指定用紙）  
  ス 会社・技術者等免許・許認可一覧表（指定用紙）  
  セ 取扱商品・メーカー等調書（指定用紙）  
  ソ 業者カード（指定用紙）  
３ 申請書類の提出時期など  
  申請書類の提出時期、方法等については、次のとおりとする。  
 （１）申請書類の提出時期は、工事又は製造の請負、測量及び建設コンサル

タント等にあっては、平成１９年３月１日から同月１２日まで（土曜日、

日曜日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。  
物件の売買等にあっては、平成１９年２月１日から同月９日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。  
ただし、物件の売買等にあっては、別表の左欄に掲げる期間において

も申請書類を提出することができる。  
 （２）申請書類の提出方法は、契約財産課への持参に限るものとする。  
４ 有効期間  
 （１）工事又は製造の請負、測量及び測量及び建設コンサルタント等にあっ



ては、平成１９年６月１日から平成２０年５月３１日までとする。  
 （２）物件の売買等にあっては、平成１９年５月１日から平成２０年４月３

０日まで（ただし、別表の左欄に掲げる期間において３（１）ただし書

の規定による申請書類の提出があった場合における競争入札に参加する

者の資格の有効期間については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ右欄に掲げる期間とする。）とする。  
別表（３、４関係）  

申  請  書  類  の  提  出  期  間  
競争入札に参加する者の  

資格の有効期間  

平成 19 年 5 月１日～平成 19 年 5 月

10 日  
平成 19 年 6 月 1 日～平成 20 年 4 月

30 日  

平成 19 年 6 月 1 日～平成 19 年 6 月

7 日  
平成 19 年 7 月 1 日～平成 20 年 4 月

30 日  

平成 19 年 7 月 2 日～平成 19 年 7 月

6 日  
平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 4 月

30 日  

平成 18 年 8 月 1 日～平成 18 年 8 月

7 日  
平成 19 年 9 月 1 日～平成 20 年 4 月

30 日  

平成 19 年 9 月 3 日～平成 19 年 9 月

7 日  
平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 4
月 30 日  

平成 19 年 10 月 1 日～平成 19 年 10
月 5 日  

平成 19 年 11 月 1 日～平成 20 年 4
月 30 日  

平成 19 年 11 月 1 日～平成 19 年 11
月 7 日  

平成 19 年 12 月 1 日～平成 20 年 4
月 30 日  

平成 19 年 12 月 3 日～平成 19 年 12
月 7 日  

平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 4 月

30 日  

平成 20 年 1 月 4 日～平成 20 年 1 月

10 日  
平成 20 年 2 月 1 日～平成 20 年 4 月

30 日  

                   



津市告示第５１２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅（放置禁止区域）                 

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び津駅（放置禁止区域）             

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅（放置禁止区域）及び一身田平野地内         

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月７日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅及び久居駅（放置禁止区域）              

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月８日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１６号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）及び津駅西第一公共自転車等

駐車場                          

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び久居駅（放置禁止区域）            

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１２日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５１８号  

三重県屋外広告物条例（昭和４１年条例第４５号）第１９条の２第１項の規

定により、下記のとおり広告物又は掲出物件を保管したので、同条第２項の規

定により告示する。  

平成１８年１２月１３日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１   保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量  

はり札等  ５３枚  

立看板等      枚  

２   保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所  

藤方地内他（主要幹線道路周辺）  

３   広告物又は掲出物件を除去した日  

平成１８年１１月９日から２２日まで  

４   保管した広告物又は掲出物件の返還に関する事項  

返還を希望する者は、次の申出先に申し出るものとする。  

（申出先）  

津市建設部道路維持課  

津市高茶屋小森上野町１１８５番地１ 津市相川建設作業事務所  

電話番号 ０５９－２３５－５６５５  

 



津市告示第５１９号  
 下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。  
  平成１８年１２月１３日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

 
 
 

 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

２１４０９１６  平成１８年１０月 １日  平成１８年１２月 ２日  

 
 
 国民健康保険高齢者受給者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

２１４０９１６  平成１８年 ８月 １日  平成１８年１２月 ２日  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



津市告示第５２０号 

 平成１８年度津市農業委員会通常総会を次のとおり招集する。 

  平成１８年１２月１３日 

  

                      津市長 松 田 直 久   

 

１ 招集の日時   

  平成１９年１月５日（金） 午後１時３０分 

 

２ 招集の場所   

  津市役所８階大会議室 A 

 

３ 会議の事項  

 （１） 第１農地部会長及び第２農地部会長並びに同職務代理              

     者の選出について 

 （２） 農業振興部会長及び同職務代理者の選出について 

 （３） 農業委員会だより編集委員の選出について 



津市告示第５２１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅及び久居駅（放置禁止区域）          

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１３日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５２２号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。  
  平成１８年１２月１４日  
 

津市長 松 田 直 久   
 
１ 名称  
  上野自治会  
２ 規約に定める目的  
  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。  
 ⑴ 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡  
 ⑵ 美化･清掃等区域内の環境の整備 (道路及び用排水路を含む ) 
 ⑶ 本会の管理する林道整備  
 ⑷ 本会の所有する財産の維持管理  
 ⑸ 前各号に付随する活動  
３ 区域  

  本会の区域は、津市白山町川口地内の雲出川右岸に隣接し、市道大角・  
 茅刈線に沿って拓かれた集落で、７８８番地、１５７０番地８から１７０

０番地３及び７６２９番地の区域とする。  
４ 事務所  
  三重県津市白山町川口７６２９番地  
５ 代表者の氏名及び住所  
  浅 尾  清  
  三重県津市白山町川口１５７４番地３  
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有  
 無  
  なし  
７ 代理人の有無  
  なし  
８ 規約に定める解散の事由  
  本会は地方自治法第２６０条の２第１５項において準用する民法第６８条

第１項３号及び第４号並びに第２項の規定により解散する。  
  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上承諾を得な

ければならない。  



９ 認可年月日  
  平成１８年１２月１４日  



津市告示第５２３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅（放置禁止区域）久居駅前第１

公共自転車等駐車場及び久居駅前第２公共自転車

等駐車場                         

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第５２４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１２月１５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 久居駅（放置禁止区域）及び久居駅前第１公共自転

車等駐車場                        

２ 撤去した年月日 平成１８年１２月１５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市公告第１６１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１２月１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年１１月３０日  
２ 抑留期間 平成１８年１２月 ５日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

白山町  
川口  

雑種  白  メス  中  不明  黒の首輪

 
３ 公示期間 平成１８年１２月１日から平成１８年１２月５日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 



津市公告第１６２号  

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条第１項の規

定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しようとする理由を

記載した書面を次のとおり縦覧に供します。  

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第４

項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域整備計画

の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。（当該

農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要旨及び当該意見書

の処理の結果を併せて公告します。）  

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区

域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振興地域の

整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３項の規定によ

り、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１

５日以内に異議申立てをすることができます。  

  平成１８年１２月４日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間  

  平成１８年１２月４日から平成１９年１月４日まで（午前８時３０分から午後

５時１５分まで）  

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所  

津市農林水産部農林水産課（津市役所庁舎６階）  



津市公告第１６３号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１２月４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年１２月 １日  
２ 抑留期間 平成１８年１２月 ６日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色 性別 体格  年齢  その他  

１  

 
 

川方町  雑種  白  メス 中  不明  黒茶の首輪  

 

 
３ 公示期間 平成１８年１２月４日から平成１８年１２月６日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 



津市公告第１６４号  
 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、次のように津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告する。  
  平成１８年１２月８日  

 
                      津市長 松 田 直 久 

 
（  「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産課に備え

置いて縦覧に供する。  ）  

 



津市公告第１６５号  
下水道法第４条第１項による下水道法施行令第３条の規定により、中勢沿岸

流域下水道（志登茂川処理区）流域関連津市公共下水道事業計画を変更したい

ので、次のとおり事業計画の案を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供する。 
なお、当該事業計画の案については、縦覧期間満了の日までに、津市に意見

を提出することができる。  
平成１８年１２月１２日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
１   下水道事業の種類及び名称  
    中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）  

流域関連津市公共下水道事業  
２ 予定処理区域  

変更なし  
３   事業の期間   
  平成１０年３月１７日から平成２２年３月３１日まで  
４ 縦覧場所  
  津市殿村５番地  
   津市下水道部下水道管理課  
５   縦覧期間  
  平成１８年１２月１２日から平成１８年１２月２５日まで  

 
 
 



津市選挙管理委員会告示第１０３号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１

項及び第４条の２第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第４条の２第１５項の規定による選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数を次のとおり告示する。  
  平成１８年１２月２日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ ５ ０ 分 の １ の 数      ４ ,６１９人  

 
 ２ ６ 分 の １ の 数     ３８ ,４９０人  

 
 ３ ３ 分 の １ の 数     ７６ ,９８０人  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第１０４号  
 平成１８年１２月３日執行の津市農業委員会委員選挙において、次の者が当

選人となったので農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１

１条において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１０１条の

３第２項の規定により告示する。  
  平成１８年１２月４日  
 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  
 

記  
別 紙 の と お り  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



選挙区  住所  氏名  
津市片田田中町１８８０番地  野田 久忠  
津市野田１５３６番地  荒川 武生  
津市納所町９２９番地  髙野 耕一郎  

第１選挙区  

津市産品４４０番地  野田  悟  
津市高野尾町１１６６番地  萩野 明男  
津市白塚町１０５２番地２  橋本 増雄  
津市大里窪田町９７５番地  伊藤 征一  

第２選挙区  

津市一身田上津部田１３０番地  後藤 修一  
津市香良洲町４８１番地  後藤  勝  
津市高茶屋一丁目２８番１５号  奥山 勘五郎  第３選挙区  
津市雲出本郷町１３２３番地  長尾 俊一  
津市新家町１６０９番地  杉山 豊久  
津市稲葉町１７０９番地  久世 幸太  
津市久居明神町１５３０番地２  戸 善昭  
津市原町１５０８２番地 杉本 直德  
津市戸木町２３０４番地  冨永 榮志  

第４選挙区  

津市久居元町２０６６番地２  堀山 正和  
津市河芸町西千里１５８８番地  稲垣 順一郎  
津市河芸町中別保１８１９番地６  喜多 章親  第５選挙区  
津市河芸町北黒田６４番地１  岡村 晴夫  
津市芸濃町林１１９０番地  林  義治  
津市芸濃町雲林院１７６３番地  松谷  宏  
津市芸濃町北神山３５２番地  田中 茂人  

第６選挙区  

津市芸濃町椋本６３６番地  牧野 礼  
津市美里町南長野３４番地３  平田 龍彦  

第７選挙区  
津市美里町家所２９１７番地  奥谷 弘典  
津市安濃町中川６８２番地  横山 重治  
津市安濃町戸島１０６８番地１  田  公  
津市安濃町浄土寺４８８番地  内藤  孝  

第８選挙区  

津市安濃町清水７０２番地  淺生 哲也  
津市一志町大仰２１２９番地  長谷川 博  
津市一志町波瀬１９１９番地  上川 洋文  第９選挙区  
津市一志町八太１６４６番地１  守山 孝之  



選挙区  住所  氏名  
津市白山町二本木３２２１番地２  横井  智  
津市白山町川口３２４１番地  岡田 克彦  第１０選挙区  
津市白山町藤１９６番地  淺井  競  
津市美杉町太郎生６８７番地  中川 和雄  
津市美杉町杉平１３５番地  溝口 武輝  
津市美杉町上多気１３０８番地  結城 晉三  

第１１選挙区  

津市美杉町八知１１２６番地  川本 一雄  
 



津市監査委員告示第３号 

平成１８年３月２４日付けで受理した地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４２条第１項の規定に基づく「三重県津市長措置請求書」に係る監査委員

の勧告に対し、同条第９項の規定に基づき、津市長が講じた措置について、別

紙のとおり通知があったので、これを公表する。 

平成１８年１２月４日 

 
津市監査委員 岡 部 高 樹  

同   田 中 勝 博  
同   村 田 彰 久  
同   山 中 利 之  

 



〔勧告〕及び〔意見〕に対する措置状況  

 
１ 重複受診に係る措置について  

(1) 未然防止措置について  
   ア  受診券方式の導入及び保健事業実施の意義等に係る周知徹底につ

いて  
    〔勧告〕  

津市長は、平成１８年度における保健事業の実施期間において、

保健事業実施要領が定める「実施方法の創意工夫」（利用券方式等）

に係る措置を講じるなど、重複受診を未然に防止するための必要な

措置を講ずべきこと、加えて、市民及び医療機関等に対し、保健事

業の意義とその対象となる者の範囲等について、一層周知徹底する

などの措置を講ずべきこと。  

（措置）  
 平成１８年度の保健事業の実施にあたって、受診券方式を導入し

ました。  
 基本健康診査及び各種がん検診の対象者に、あらかじめ受診券

（診査内容別の７枚つづり。切り離して使用。）を送付し、受診の

際、必ず医療機関（集団健診に係る受託機関を含む。以下同じ。）

へ提出することを条件としました。  
 受診券紛失等により再発行の申請があった場合にも重複が生じ

ないよう、必要な確認をした上で１回に限り再発行することとしま

した。  
 さらに、平成１８年度津市基本健康診査委託契約仕様書及び津市

がん検診委託契約仕様書（以下「仕様書」という。）において、医

療機関は、「健診の際には必ず受診券を確認する」旨及び「本市へ

の健診結果の報告について当該受診券を貼付する」旨を明示し、平

成１８年５月２２日及び同月２６日に開催した津地区医師会及び

久居一志地区医師会に対する説明会においてもその徹底を促しま

した。  
 また、本市が実施する基本健康診査及び各種がん検診の受診は、

原則として年度内１回であることなど保健事業実施の意義等につ

いて一層周知徹底を図るため、基本健康診査及び各種がん検診の対

象者に対しては、受診券にその旨を明示し、本市広報紙及びケーブ

ルテレビ等を通じて広く市民にその旨の周知を図っているもので



あり、今後もその周知に努めていくものとします。  
なお、医療機関に対しては、仕様書に、「受診回数は年度内１回

とする」旨を明示し、説明会においてもその徹底を促しました。  
イ 健康手帳制度の利用促進  

〔意見〕  

重複受診の未然の防止に係る措置について、最小の経費で最大の

効果を挙げる施策の要請と本市の厳しい財政状況から、おのずとそ

の財源が限られることは容易に想像がつくことから、例えば、老人

保健法第１３条の規定に基づく健康手帳交付制度をより一層効果

的に推進することが考えられる。この健康手帳は、市民の健康診査

の記録その他老後における健康保持のため必要な事項を記載し、市

民自らの健康管理と適切な医療の確保に資することを目的として

おり、本市第４次高齢者保健福祉計画（老人保健法第４６条の１８

第１項その他関係法令の規定に基づき定めたものをいう。）におい

てもその有効活用の必要性が課題として位置づけられ、かつ、その

啓発等について必要な措置を進めることが計画されているが、基本

健康診査等と健康手帳の有機的な連携を図ることができれば、重複

受診の未然の防止のみならず、本市の保健事業の健全な発展に寄与

するものと考える。   

（措置）  
健康手帳交付制度については、老人保健法第１３条の規定の趣旨

を踏まえて、市民自らの健康管理と適切な医療の確保に資すること

はもとより、重複受診未然防止の観点からも、その利用を促進する

こととしました。具体的には、基本健康診査及び各種がん検診の対

象者に対しては、受診券に、健診の際、健康手帳の持参を促す文言

を記載し、医療機関に対しては、仕様書に、「健診結果の説明及び

指導について、でき得る限り健康手帳へ記入する」旨を明示しまし

た。  
ウ 重複受診があった場合の是正措置等について  

〔意見〕  

 重複受診があった場合における当該重複分に係る診査等の適否

について、恣意的に判断されることのないよう、国基準等に反しな

い限りにおいて一定の基準及び範囲等を健康診査委託契約書等に明

示することが考えられる。  



（措置）  
      重複受診について、国基準に反しない限りでの一定基準等を示す

ことは実際には極めて困難であることや、本市の仕様書において、

健診対象者が受診できる回数は年度内に個別か集団のいずれか１

回とする旨の記述をしており、また受診券にもその旨の記載をして

いることから、重複受診した受診者に対しては、当該重複分の経費

の負担を求め、原則を徹底することとしました。  
      具体的には、受診券の再発行時に、２回目以降の健（検）診費用

の負担について受診者の理解を求め、署名をお願いしております。 

 
(2) 委託料支払事務の見直しについて  

〔意見〕  

重複受診の状況を常に把握することに努め、重複受診が確認され

た場合は、当該重複分の診査等に係る医療機関に対し、その理由及

び経緯等を聴取し、不適当な重複受診であると判明した場合におい

ては、速やかに、執るべき措置を講じられたい。  

（措置）  
      重複受診の未然防止措置を講じてもなお重複受診が発生した場合

に、当該重複分の委託料が支払われることのないよう、委託料支払

事務を見直しました。具体的には、医療機関から健診結果の報告を

受けた後、受診券の貼付の有無を確認の上、受診券の貼付が確認で

きた受診件数について医療機関に通知し、医療機関は、その件数に

応じた委託料を本市に請求し、本市は、この請求書について改めて

確認の上、確認をした日から３０日以内に委託料を支払うこととし、

その旨を仕様書に明示し、説明会においてもその徹底を促しました。 
      また、実際に重複受診した者については、当該重複分の経費負担

を求めることとします。  

 
２ 診査項目の一部が空欄となって報告される診査に係る措置について  

(1) 未然防止措置及び委託料支払事務の見直しについて  
〔勧告〕  

津市長は、平成１８年度健康診査委託契約における委託期間の始

期までに、それが困難な場合は、当該委託期間において、医療機関

等に対し、診査項目の一部が空欄となって報告されることのないよ



う徹底するなど、これを未然に防止するための必要な措置を講ずべ

きこと。  

    （措置）  
医療機関に対し、健診結果の記入の徹底及び受診者の身体的事情

等の考慮によりやむを得ず診査することができなかった項目に係

る理由の記入の徹底について、仕様書に明示し、平成１８年５月２

２日及び同月２６日に開催した津地区医師会及び久居一志地区医

師会に対する説明会においてもその徹底を促しました。  
      しかしながら、医療機関から送付された６月分の健診結果を見る

限り、返却対象となる件数は多く、記入漏れ、記入誤り等が改善さ

れているとは言い難い状況であったため、８月１１日に、再度、両

医師会を対象に具体的な記入例を用いた説明会を開催し、速やかな

改善を促しました。  
      その結果、６月分も含め、不適切な報告については医療機関へ返

却し、内容が整備されてからでないと受付けないこととしたため、

適切な報告のみが委託料の支払対象となっています。  
〔意見〕  

診査項目の一部が空欄となって報告される診査の未然の防止に係る

措置について、医療機関に対する徹底を直接書面で行うことなどが考

えられる。  
また、何らかの事情で診査項目の一部の診査が行われていない事案

については、その適否が恣意的に判断されることのないよう、国基準

等に反しない限りにおいて一定の基準等を健康診査委託契約書等に明

示することが考えられる。  
そして、診査項目の一部に空欄がある報告を受けた場合は、当該医

療機関に対し、その理由を聴取し、診査項目の一部の診査が行われて

いないことが判明した場合は、診査を行わなかった理由を当該空欄項

目に記入するよう指示するとともに、その理由について、前述の基準

等に照らし、その適否を判断し、適当でないと判断した場合は、速や

かに、追診査を求めるなどの措置を講じ、また、診査は行われたもの

の単に記入漏れであったことが判明した場合は、速やかに、当該空欄

項目に係る診査結果の追記を求めるなどの措置を講じられたい。  

（措置）  
        診査項目の一部が空欄となって報告される診査の未然防止措置



を講じてもなお診査項目の一部が空欄で報告された場合に、当該診

査の委託料が支払われることのないよう、重複受診に係る委託料支

払事務と同様にその支払事務を見直しました。具体的には、医療機

関から健診結果の報告を受けた後、診査項目の一部に空欄がある報

告の有無を確認の上、空欄のないことが確認できた報告に係る件数

について医療機関に通知し、医療機関は、その件数に応じた委託料

を本市に請求し、本市は、この請求書について改めて確認の上、確

認日から３０日以内に委託料を支払うこととし、その旨を仕様書に

明示し、説明会においてもその徹底を促しました。              

  
３ 健康診査委託契約に係る委託料の支払について  

〔勧告〕  

  健康診査委託契約に基づく当該委託事業に係る基本健康診査及

びがん検診等に係る医療機関への委託料の支払について、その財務

会計書類から委託料請求の算出基礎となるこれら診査等の受診者の

氏名及びその委託料の内容を特定することができないことから、津

市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）第２７条第３項に規定

する支出命令に係る調査確認及び同条第４項に規定する請求書要件

（請求金額とその内容や算出基礎等の明示等）にかんがみ、津市長

は、平成１８年度健康診査委託契約の締結までに、又は既に同契約

を締結している場合は、当該委託期間の始期までに、それが困難な

場合は、当該委託期間において、医師会と協議の上、請求書様式又

は健康診査記録票様式の見直しを行うなど、必要な措置を講ずべき

こと。  

    （措置）  
      医療機関からの委託料の請求、及びその支払にあたっては、当該

委託期間中において、診査等の受診対象者の氏名及びその受診内容

を特定した一覧表を必要に応じて出力できるよう、「健康管理シス

テム」の一部変更を行いました。  
      実際に、この一覧表を支出負担行為伺書や支出命令書（以下「伺

書等」という。）へ添付するには膨大な量となるため、伺書等へは

「代表者氏名ほか何件」という表記を行うとともに、医療機関等か

らの請求書や報告書についても、受診項目ごとに何名が受診したか

の件数を記載し、誰の分として支払ったかが追跡調査により特定で

きるよう様式の見直しを行いました。  



  
４ 健康診査委託契約における医療機関との法律関係の明確化について  

〔意見〕  

健康診査委託契約に基づく当該委託事業に係る基本健康診査及び

がん検診等について、その約定に従い診査等を履行する債務を負う

もの及び当該債務の履行により当該委託料の支払請求権を有するも

のは、当該医療機関であり、同契約は、実質的に本市と医療機関の

双務契約であると解するが、同契約の当事者は、本市と医師会であ

り、したがって、同契約上、本市と医療機関との法律関係が必ずし

も明確でない。  
 そこで、医師会と協議の上、本市と医療機関との法律関係につい

て、でき得る限り明確にするよう努められたい。  

    （措置）  
      健康診査委託契約における医療機関（医師会に加入していない医

療機関及び集団検診に係る受託機関を除く。）との法律関係を明確

にするため、契約方法を見直しました。具体的には、医師会に加入

する医療機関から、その加入する医師会に対し、「津市が実施する

健康診査に係る業務に関する委託契約の締結を委任し、当該契約に

基づき、健康診査に係る業務を実施する。」旨の委任書面を提出し

た上、本市は、これら医療機関の代理人たる当該医師会と健康診査

委託契約を締結することとしました。  



津市監査委員告示第４号                 

平成１８年１０月１０日付けで受理した地方自治法（昭和２２年法律第６７

号。以下「法」という。）第２４２条第１項の規定に基づく「旧芸濃町前芸濃町

長・横山雅宏措置請求書」について、同条第４項の規定に基づき、同年１２月

４日付けで下記のとおり監査を決定したので、これを公表する。 

平成１８年１２月８日 

 
津市監査委員 岡 部 高 樹  

同   田 中 勝 博  
同   村 田 彰 久  
同   山 中 利 之  

 

記 

第１ 請求の受付 

１ 請求人 

住所、氏名省略  
 

２ 請求の内容 

（１） 主張する事実（要旨） 

    本件監査請求書、その添付された事実を証する書類の内容及び請求人

の陳述から、請求人の主張事実の要旨は以下のとおりであると理解した。 

ア 違法及び不当な助成金の支出について  
  (ア ) 違法及び不当な行為  

芸濃町長横山雅宏氏（当時。以下「芸濃町長」という。）が、平

成１７年１２月２２日に芸濃町商工会 (当時。以下同じ。 )に対し、

旧芸濃町商工会館 (以下「旧商工会館」という。 )の移転に伴う新芸

濃町商工会館 (以下「新商工会館」という。)建設の助成金（以下「本

件助成金」という。）２，８１０万円を支出したことについて、下

記の理由のとおり恣意的に職権を濫用したものであり、違法及び不

当である。  
a 根拠法の不存在等  

芸濃町（当時。以下同じ。）には本件助成金を交付する根拠法は

存在せず、存在しない以上、中小企業庁等の小規模事業支援費補

助金交付要綱など上級官庁の要綱 (以下「国要綱」という。 )に従

うべきであり、国要綱には補助対象経費の２分の１を限度として

 



補助金を交付する旨定められているにもかかわらず、これに従っ

ていない。  
また、芸濃町商工会は、芸濃町長との覚書において旧商工会館の

移転補償は求めないとしたにもかかわらず、芸濃町長が旧商工会

館の建物移転補償に係る不動産鑑定評価額相当の補助金を交付

したことは、矛盾している。  

 
b 本件助成金交付手続  

本件助成金交付手続について、芸濃町長は、芸濃町地域振興事業

補助金交付規則（昭和５０年芸濃町規則第８号）第３条で提出が

義務付けられた実施設計書等一部の書類が芸濃町商工会から提

出されていないにもかかわらず、粗雑な事業計画書により本件助

成金の交付を決定し、同規則第８条で提出が義務付けられた事業

完了報告書の提出も受けておらず、さらに同規則第９条は竣工検

査合格後に補助金を交付する旨規定しているにもかかわらず、新

商工会館完成以前に本件助成金を交付した。  

 
(イ ) 違法及び不当な行為により生じた損失  

新商工会館の建設費用は３，０００万円であるから、国要綱が定

める補助率２分の１の規定に従い本件助成金は最大でも１，５００

万円が相当である。したがって、本件助成金交付額との差額１，３

１０万円の損失が生じた。  

 
イ 違法及び不当な財産の処分について  

  (ア ) 違法及び不当な行為  
    芸濃町長が、平成１７年１２月１９日に当時の公有財産である旧

芸濃町役場跡地２５０坪（以下「本件処分地」という。）を、新商

工会館の建設用地として、芸濃町商工会に対し、随意契約により１，

１７５万円で売却したことについて、下記の理由のとおり恣意的に

職権を濫用したものであり、違法及び不当である。  
   a 随意契約の締結  

芸濃町長は、本件処分地について、随意契約により売却したが、

法及び芸濃町財務規則（平成３年芸濃町規則第１４号）は、随意契

約によることができる限度額を３０万円と定めており、よってこの

随意契約はこれらの法規に違反している。  

 



     b 本件処分地の売却面積及び価額  
芸濃町長は、本件処分地の売却面積について、当初売却を予定し

たのは１８０坪であったにもかかわらず、その後、芸濃町商工会か

らこれに７０坪を加えた２５０坪で本件処分地の売却に係る申請

があったためこれを売却したが、当初売却を予定した面積に７０坪

を加えて本件処分地を売却した理由は明らかでなく、さらに当該売

却価額の算出について、固定資産評価額を基準としたことは、条例

や内規によるものでなく、同評価額からその４０パーセント相当額

を減額した価額を売却価額としたが、当該売却と同時期に他の芸濃

町住民に対し旧芸濃町役場跡地を売却した際には、同評価額相当額

で売却しており、同じ公有財産でありながら、このような差別的な

売却を行うことに合理的な理由はない。  

 
（イ） 違法及び不当な行為により生じた損失  

芸濃町商工会に対する本件処分地売却価額の基準とした固定

資産評価額から減額した同評価額の４０パーセント相当額７８

８万５千円について損失が生じた。  

 
（２） 措置請求（要旨）  

以上の理由から、芸濃町長の違法及び不当な行為により芸濃町に与え

た損失は、合計で２，０９８万５千円となり、よって同町長であった横

山雅宏氏に対し、これを補填するよう求めることを津市長（以下「市長」

という。）に請求するものである。  

 
３ 請求の要件審査  
  本件監査請求は、法第２４２条第１項の規定に基づくものとして、平成１

８年１０月１０日付けでこれを受理し、監査を実施した。  

 
第２ 監査の実施 

１ 監査対象部局 

  芸濃町は、平成１８年１月１日の市町村合併により消滅し、その事務は新

たに設置された「津市」が承継したことから、津市商工観光部（商工労政課）

及び芸濃総合支所を監査対象とした。 

 

２ 証拠の提出及び陳述 

 



 法第２４２条第６項の規定に基づく証拠の提出及び陳述について、平成１

８年１０月３０日午後１時からその機会を設け、請求人が出席し、その陳述

を聴取した。この際、新たな証拠の提出はなかった。 

 

３ 監査対象部局の説明（要旨） 

（１） 本件助成金の支出について  
  請求人は、本件助成金の交付について、国要綱に従うべきであると主

張するが、芸濃町独自の本件助成金についてその適用を義務付けられる

ものではない。また、法は補助金等の交付について補助金交付要綱等を

備えなければならないとは規定しておらず、本件助成金は議会の予算承

認を得て町長の決裁により支出したものであり、また、その交付手続に

ついては芸濃町商工会との覚書の諸条項に基づくものである。  
 

（２） 本件処分地の売却について 

    本件処分地を随意契約により売却したことについて、その目的は芸濃

町立芸濃中学校 (以下「中学校」という。 )屋内運動場の建設工事等公共

事業を円滑に行うための代替用地を提供するものであり、よって地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条

の２第１項第２号の規定に該当するものと判断した。 

本件処分地の売却面積の増加理由について、芸濃町商工会は、当初売

払を要望した面積１８０坪には新商工会館の駐車場用地を考慮していな

かったとして、これに７０坪を加えた２５０坪で売払いを受けたい旨要

望があったためである。 

また、売却価額の減額について、その相手方である同商工会は公共的

団体であり、かつ、芸濃地域の商工業の発展のみならず地域の振興発展

のために各種事業を実施しており、新商工会館は今後その活動拠点とな

ると判断したことによる。また、その減じた価額は、同町の自治会等に

よる地域振興に係る事業に対する補助金交付制度である芸濃町地域振興

事業補助金交付規則に定める補助率のうち４０％相当のものを準用して

定めたものである。 

 

（３） 措置請求について 

    以上のことから、本件助成金の支出及び本件処分地の処分は、私益を

図る目的ではなく、また、特定のものの利益を図るものでもなく、芸濃

地域の商工業の振興発展、活性化に寄与することを目的に芸濃町議会の

 



承認を得て執行したものであり、違法かつ不当な行為ではなく、請求人

の主張する損失も生じていない。よって本件監査請求には理由がない。 

 

第３ 監査の結果 

１ 結論 

  請求人は、芸濃町長が芸濃町商工会に対し、本件助成金を支出した行為に

違法及び不当な理由があり、これにより、芸濃町に１，３１０万円相当の損

失が生じ、さらに同町長が同商工会に対し、本件処分地を随意契約により１，

１７５万円で売却した行為に違法及び不当な理由があり、これにより、同町

に７８８万５千円相当の損失が生じ、これらの損失の合計２，０９８万５千

円相当について同町長であった横山雅宏氏に対し、これを補填するよう求め

ることを市長に請求したが、本件監査請求書、その添付された事実を証する

書類の内容及び請求人の陳述並びに監査対象部局の陳述及び提出を受けた資

料の内容等を審査の結果、本件監査請求は、理由がないと認めた。  
本件監査請求に理由がないと認めた理由は、次のとおりである。  

（１） 事実経過の概要について  
    昭和４９年、当時の芸濃町長は、中学校用地に隣接する同町長の管理

する土地（以下「本件貸付地」という。）について、芸濃町商工会が旧商

工会館を建設し、使用することを目的にこれを貸し付け、同商工会は、

本件貸付地に旧商工会館を建設し、以降、その事業の用に供していた。  
    芸濃町長は、平成１７年７月ごろ、本件処分地を含む旧芸濃町役場跡

地を同役場庁舎の建物付きであることを条件に競争入札で売却しようと

し、芸濃町広報紙７月号において入札希望者を募集したが応募はなく、

その後同建物を取り壊した。  
同町長及び同町教育委員会教育長らは、同年８月ごろ、本件貸付地に

ついて、その隣接する中学校の屋内運動場建設のための工事用進入路及

び中学校附帯施設 (駐車場、駐輪場等 )の用に供することを決め、同町長

は、同商工会長らに対し、本件貸付地の明渡しを求め、その明渡しに伴

う条件として新商工会館建設のための本件助成金の交付及び新商工会館

建設用地として旧芸濃町役場跡地の一部を売却することなどを提示した。 
同商工会は、同年１１月１４日に開催された同商工会理事会（以下「商

工会理事会」という。）において本件貸付地の明渡しと旧芸濃町役場跡地

の一部に新商工会館を建設することを決議した。  
同町長は、旧商工会館の建物移転補償に係る不動産鑑定を不動産鑑定

士に委託し、「移転補償相当額水準は２，８１０万円である」とする同日

 



付けの不動産鑑定評価書の提出を受けた。  
同町長は、同月１５日付けで同商工会に対する本件助成金の交付及び

旧芸濃町役場跡地のうち１８０坪の土地について坪当たり４万７千円で

売却する方針を決定し、これについて平成１７年度同町一般会計歳入歳

出補正予算（第６号）案（以下「補正予算」という。）として付議するな

どのため、同月１８日に同町議会臨時会を招集、補正予算は同臨時会で

審議の上、賛成多数で可決された。  
この議決を受け、同町長は、同月２１日付けで本件貸付地の明渡しに

ついて、同商工会は旧商工会館の移転補償等を要求しないこと、本件貸

付地の原状回復義務を負わないこと、同町長は本件助成金を交付するこ

と、新商工会館建設用地として旧芸濃町役場跡地の一部を売却すること

などの諸条件を定めた覚書（以下「本件覚書」という。）を同商工会との

間に締結した。  
同商工会は、本件覚書に基づき、同町長に対し、同年１２月６日付け

で旧芸濃町役場跡地のうち２５０坪の土地について普通財産譲与（譲渡）

申請書（以下「普通財産譲与（譲渡）申請書」という。）を提出するとと

もに、同月１５日付けで本件助成金交付申請書及び同請求書を提出した。 
同町長は、同月１２日付けで本件処分地を１，１７５万円（坪当たり

４万７千円）で売払うことなどを条件とした普通財産売払許可をすると

ともに、同月１５日付けで本件助成金２，８１０万円の交付を決定した

上、同日付けで支出負担行為及び支出命令を決裁し、同月２２日にこれ

を支出した。  
これに前後して同町長及び同商工会は、同月１９日付けで本件処分地

に係る町有財産売買契約を随意契約により締結し、同日付けで所有権を

移転した。  
同商工会は、平成１８年３月ごろ、本件処分地において新商工会館の

建設に着手し、同年４月１日に周辺地域の商工会と合併して津西商工会

となった後の同年６月末ごろ、これを完成させ、以降、新商工会館を津

西商工会の従たる事務所（芸濃支所（通称））として使用している。  
なお、旧商工会館建物の撤去について、本件貸付地に係る使用貸借契

約書第６条第５号ただし書には町長が「特に認めた場合は、現状に回復

しないことができる」旨定められ、同町長はこれを必要と認め、同町は

その関連経費等について補正予算により予算措置を講じた。  

 
（２） 違法及び不当についての判断  

 



ア 本件助成金の支出について  
本件助成金の支出に違法及び不当な理由はないと認めた理由は、次

のとおりである。  
（ア） 根拠法の不存在等について  

請求人は、本件助成金の支出に違法及び不当がある理由のひと

つとして「芸濃町にはこのような助成金を交付する根拠法は存在

しない」旨主張する。  
そこで、この主張について判断すると、法第２３２条の２は「普

通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附

又は補助することができる」と定め、公益上必要がある場合にお

いて、普通地方公共団体が寄附又は補助等の無償給付を他の権利

主体になし得ることを認めており、その判断について普通地方公

共団体に一定の裁量権を認めていると解される。そして、同町に

本件助成金の支出に係る一般的又は個別的規範がないとしても、

本件助成金は、補正予算として議会が審議の上、議決をし、その

議決の執行として支出されたものであり、このことは、普通地方

公共団体はその地域内の住民からの様々な政策要求に対し、その

優先関係を政治的に決定してその行政目的を達成し、もって住民

の福祉を増進することにその本質があることをかんがみ、特定の

助成金の支出について民主的正当性を備えた政策判断に基づく

ものと認められ、本件助成金の目的（同町地域の商工業の振興）、

趣旨（新商工会館建設のための財政支援）及び同町の財政状況並

びに平成１７年９月同町議会定例会会議録（第３号）及び商工会

理事会の議事録等を見ても動機の不正を認めることはできず、こ

れら諸般の事情を考慮し、同町の判断に著しい不公正があると断

じる程度に不合理なものと認めることはできないことから、本件

助成金の支出は同条を根拠にしたものと解するのが相当であり、

よって請求人が主張する根拠法不存在の論旨はこれを認めるこ

とはできず、根拠法不存在を前提としたその余の主張について判

断するまでもなく、採用することはできない。  
次に請求人が「芸濃町商工会は、旧商工会館の移転補償は求め

ないとしたにもかかわらず、芸濃町長が旧商工会館の建物移転補

償に係る不動産鑑定評価額相当の補助金を交付したことは、矛盾

している」旨主張していることについてみると、本件助成金は、

同町地域の商工業の振興のための拠点施設であった旧商工会館

 



に代わる新商工会館の建設が公益上必要なものとして意図され

たものであり、同町長が、本件助成金の交付額について旧商工会

館の建物移転補償に係る不動産鑑定評価額を考慮したことは、合

理的な裁量判断によるものと解すべきであり、よって同町長に裁

量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできない。  

 
（イ） 本件助成金交付手続について  

請求人は、本件助成金の支出に違法及び不当がある理由のひと

つとして芸濃町地域振興事業補助金交付規則が定める手続上の

瑕疵の存在及び芸濃町長の裁量権の濫用を主張する。  
そこで、先ず同規則が定める手続上の瑕疵の有無について判断

すると、請求人は、本件覚書第８項で「同町長の指示する必要書

類を芸濃町商工会が作成し提出するものとする」旨定めているこ

とについて、「この指示の内容は、同規則第３条である」と断定

した上、「本件助成金交付手続において同条の規定に基づき提出

された書類は事業計画書のみで、その他実施設計書等の書類は提

出されておらず、粗雑な事業計画書により本件助成金の交付を決

定した。また、同規則第８条で提出が義務付けられた事業完了報

告書も提出されていない。さらに同規則第９条は竣工検査合格後

に補助金を交付する旨規定しているにもかかわらず、新商工会館

完成以前に本件助成金を支出した」旨主張する。そこで、本件助

成金交付手続において同規則が適用又は準用されるか否かにつ

いてみると、同規則は同町の各地域においてその総代が代表とな

り又は土地改良区の実施する事業に対し補助金を交付すること

及びその手続について定めたものであり、本件助成金と異なる趣

旨のものであると解され、かつ、同町の補助金等交付に係る一般

的規範であるとも認め難いことから、本件助成金交付に関し当然

に適用されるものではないと解するのが相当である。また、本件

覚書第８項に定める町長の指示が「同規則第３条である」とする

主張について、本件監査請求書、その事実を証する書類及び請求

人陳述並びに監査対象部局の陳述及び提出を受けた資料で確認

した限りにおいて、これを事実として認めるに足るものはなく、

その他同規則第３条、第８条及び第９条を準用することを明示し

た特別の定めなどもないと認められることから、同規則が定める

手続上の瑕疵の存在を理由として違法及び不当と主張すること

 



に理由を認めることはできない。  
そこで、本件助成金の支出に係る手続において、財務関係法令

（条例及び規則等を含む。）が定める諸規定に照らし違法と評価

し得る理由が存在するか否かについてみると、同商工会から提出

された書類は「芸濃町商工会館用地返還に伴う要望書」（以下「要

望書」という。）のみであると認められるが、同町には補助金等

交付に係る一般的規範及び本件助成金に係る個別的規範が制定

されておらず、よってその提出すべき書類は同町長が本件助成金

交付決定を判断する上で必要な限度において示された内容のも

のであれば足ると解するのが相当であり、同要望書には新商工会

館建設に係る工事見積書及び明細書が添付されていたことから、

本件助成金の趣旨をかんがみ、同町長がその他の書類を徴取して

いないとしても、そのことをもって違法と評価されるものではな

い。  
また、新商工会館完成前に本件助成金の交付額を確定し、概算

払いによることなく、これを支出したことについて、補助金等交

付に係る一般的規範の例に照らすと妥当性を欠くものとして一

定の手続上の瑕疵を評価せざるを得ないが、本件助成金がその趣

旨に沿って使用されたことは、同商工会が平成１８年９月２０日

付けで市長に提出した平成１７年度新商工会館建設事業実績報

告書及び新商工会館建設支払明細書（支払額約３，４２５万円）

並びに現に新商工会館が竣工し使用されていることなどからみ

ても明らかで、よってこれを違法と断じる程度に不合理なもので

あると認めることはできない。  
次に、同町長の裁量権の逸脱又は濫用について判断すると、請

求人は、本件助成金の支出について、「粗雑な事業計画により助

成金の交付を決定した」と主張する。そこで、同町長が本件助成

金交付決定に際し、必要な調査検討義務を尽くしたか否かについ

てみると、本件助成金の趣旨は、新商工会館建設のための財政支

援であり、同町長は本件助成金の交付額を考慮するため、建物移

転補償に係る不動産鑑定を委託し、その不動産鑑定評価による移

転補償相当額水準２，８１０万円を本件助成金の交付額の限度と

して設定されたものと解することができる。そして、同町長は要

望書において新商工会館建設経費見積額及び明細書（見積総額約

３，３８６万円）を確認した上、本件助成金の交付決定を判断し

 



たものと解されることから、必要な調査検討義務を尽くさなかっ

たものと評価することはできず、合理的な裁量の範囲内により決

定されたものと解すべきであり、かつ、その交付決定の内容は、

本件助成金交付に係る補正予算の議会の議決の内容に反してこ

れを執行したものと評価することはできない。よって同町長に裁

量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできない。  

 
イ 本件処分地の売却について  

本件処分地の売却に違法及び不当な理由はないと認めた理由は、次

のとおりである。  
（ア） 随意契約の締結について  

請求人は、本件処分地の売却に違法及び不当がある理由のひと

つとして「法及び芸濃町財務規則は、随意契約によることができ

る限度額を３０万円と定めているにもかかわらず、本件処分地を

随意契約により売却した」旨主張する。  
そこで、この主張について判断すると、法第２３４条第１項は

売買、賃借、請負その他の契約をする場合の契約締結の方法とし

て一般競争入札を原則とし、同条第２項でその例外として令第１

６７条の２第１項各号に定める事由に該当する場合に限り随意

契約の方法により契約を締結することができると定めており、こ

のことは、普通地方公共団体の締結する契約については、機会均

等の理念に最も適合して公正であり、かつ、価格の有利性を確保

し得るという観点から一般競争入札を原則とするが、契約の目的、

内容に照らし随意契約によることが合理的な場合もあり得るの

であり、その場合において契約の締結が情実に左右されるなど公

正を妨げる事態を生じるおそれがあることなどの弊害を防止す

ることを重んじた趣旨によるものと解される。そして、これらの

法規は、およそ普通地方公共団体の締結する契約全般について適

用されるものであり、普通地方公共団体の長の行う事務の執行は、

様々な事情の下、多種多様な個別的、具体的事情を総合的に考慮

して遂行されるものであることからすると、同項各号に定める事

由に該当するか否かは、当該契約の種類、内容、性質及び目的等

諸般の事情に照らし長の合理的な裁量判断により決定されるべ

きものと解するのが相当である。  
そして、請求人が主張する「随意契約によることができる限度

 



額を３０万円と定めている」ということについては、令第１６７

条の２第１項第１号及びこれを受けた芸濃町財務規則第１４１

条第４号の規定をいうものであるが、これらの規定はそもそも一

定金額（３０万円）の範囲においては随意契約ができるとする、

いわゆる少額契約について定めたものであるので、本件処分地の

売買契約はこの規定に該当するものとは認められない。一方、監

査対象部局は、随意契約の該当事由について令第１６７条の２第

１項第２号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しない

ものをするとき」に該当すると主張している。  
そこで、本件処分地の売買契約 (本件覚書を含む。以下同じ。 )

が「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するか

否かについて判断すると、本件処分地の売却の目的は、既に本件

助成金の支出についてみたとおり、旧商工会館用地としての本件

貸付地について、芸濃町による公共の用に供する必要が生じたこ

とによるその明渡しに伴い、芸濃町商工会の新たな活動拠点とな

る新商工会館の建設用地を確保するための代替地を提供するも

のであると認められ、同商工会への本件処分地の売却が同町地域

の商工業の振興といった利益の増進に資するものとして、同町の

政策判断の目的を達成するために締結されたものであると解さ

れることから、その目的及び性質に照らし不特定多数の競争原理

に基づいて契約の相手方を決定することは不可能であり、本件処

分地の売買契約がその目的及び性質等において「競争入札に適し

ないもの」に該当するものと判断したとしても、それが合理的裁

量の範囲を逸脱するものと認めることはできない。  
以上の理由から、本件処分地の売買契約は令第１６７条の２第

１項第２号の規定に該当するものと解するのが相当であり、よっ

て違法と評価することはできない。  

 
（イ） 本件処分地の売却面積及び価額について  

請求人が主張する本件処分地の売却に係る経緯の中で売却面

積が増加したことの不合理性についてみる前に、本件処分地の売

却価額について違法及び不当な理由があるか否かについてみる

こととする。  
請求人は、本件処分地の売却に違法及び不当がある理由のひと

つとして「芸濃町長は、本件処分地の売却価額の算出について、

 



固定資産評価額を基準として、同評価額からその４０パーセント

相当額を減額した価額を売却価額としたが、当該売却と同時期に

他の芸濃町住民に対し旧芸濃町役場跡地を売却した際には、同評

価額相当額で売却しており、同じ公有財産でありながら、このよ

うな差別的な売却を行うことに合理的な理由はない」旨主張して

おり、この主張について判断すると、法第２３７条第２項は普通

地方公共団体がその有する財産を譲渡等する場合、条例又は議会

の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを譲渡等

してはならないと定めており、その趣旨は、普通地方公共団体の

財産を特に低廉な価格で譲渡等をすると、当該普通地方公共団体

の財政運営上多大な損害を被り、ひいては財政破綻の原因となり、

住民の負担を増大させるおそれがあり、また、特定の者の利益の

ために当該普通地方公共団体の財政運営が歪められるおそれが

あることから、適正な対価なくしてその財産を譲渡等することを

原則禁止するとともに、当該普通地方公共団体の公共又は公益的

施策実現のために必要がある場合は、条例又は議会の議決により

この禁止を解除し、その財産を無償又は低廉な価格で譲渡等する

ことを認めている。  
そして、同町には財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

（昭和３９年芸濃町条例第１８号）が制定されており、同条例第

３条で「普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを譲与

し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる」とし、そ

の第１号は「他の地方公共団体その他公共団体において公用若し

くは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方

公共団体その他公共団体に譲渡するとき」と定めている。  
そこで、本件処分地の売却について同条第１号の要件に充足す

るか否かについてみると、先ず芸濃町商工会が「その他公共団体」

に該当するか否かについて、同号が規定する「その他公共団体」

とは、同号の規定が公用又は公共用のみならず、公益事業の用に

供することもその対象としていることから、公用又は公共事業を

行う団体のほか、公益事業を行う団体が含まれるものと解するの

が相当であり、商工会法（昭和３５年法律第８９号）第３条は商

工会の目的について「その地区内における商工業の総合的な改善

発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資すること」とし、

同法第６条で「非営利原則」及び「特定の個人又は法人その他の

 



団体の利益を目的とした事業の禁止原則」等を定め、同商工会定

款（以下「定款」という。）第１条及び第５条においても同様に

規定されていることから、同商工会が「その他公共団体」に該当

するものと解することができる。次に同商工会の行う事業が「公

益事業」に該当するか否かについて、定款第８条は、商工会の目

的を達成するため、商工業に関する相談又は指導、情報収集及び

提供、調査研究、講習会の開催、展示会等の開催等の各種事業を

行うことが定められ、同商工会平成１７年度事業報告書及び収支

決算書を見ても、同町のほか三重県からの補助金収入等を財源に

このような事業を実施していたものと認められることから、その

事業が「公益事業」に該当するものと解され、かつ、本件処分地

の売却の趣旨は、新商工会館の建設に伴う用地の確保であること

から「公益事業の用に供するため」に該当するものと解されるこ

とから、本件処分地の売却について同条例第３条第１号の要件に

充足するものと認められ、よって同号の規定を適用したものと解

するのが相当である。  
さらに議会の対応についてみると、本件処分地の売却収入に係

る補正予算を審議した平成１７年１１月１８日同町議会臨時会

の会議録を見ると、一部の議員が本件処分地の売却額の坪単価に

ついて相場に比べて安価なのか高価なのかを質したところ、同町

地域振興担当副参事（当時）は「商工会は商工業の振興発展のた

め、あるいは地域の振興発展にとって大きな組織であり、地域振

興助成という意味で土地評価額の６割で買っていただく。つまり

土地評価額の４割を助成することになる」旨答弁し、これについ

て反対討論もなく賛成多数で原案どおり可決されている。この補

正予算の審議は、本件処分地の所在、現況及び売却価額の基準等

といった事項が明らかにされた上でのものであり、議会がその売

買の必要性、価格の妥当性についての審査を遂げたものと解する

のが相当であり、議会の議決により適法に本件処分地を売却した

ものと解することができる。  
次に本件処分地の売却に係る経緯の中で売却面積が増加した

ことの不合理性についてみると、請求人の主張にあるように、同

町が補正予算において新商工会館建設用地として売却を予定し

たのは１８０坪の土地についてであるが、同町長は、同商工会か

らの普通財産譲与（譲渡）申請書がその譲与（譲渡）面積を２５

 



０坪として提出されたことを受け、同申請面積相当の本件処分地

について売払許可をしたものと認められる。  
そこで、同町長が当初売却を予定した１８０坪の土地に７０坪

を加えた本件処分地について売払許可をしたことに裁量権の逸

脱又は濫用があったか否かについてみると、普通財産譲与（譲渡）

申請書は、旧芸濃町役場跡地２５０坪の土地について、新商工会

館用地として使用する旨記載され、現に同会館の使用の状況を見

ても、その建物に係る用地以外の土地は主に同会館の駐車場等の

用途に供されているものと認められることから、売却面積の増加

理由に係る監査対象部局の陳述の内容は、これを事実であると是

認し得るものであり、その増加理由は本件処分地の売却の趣旨を

逸脱したものではなく、当初売却を予定した面積との比較におい

ても著しく不合理なものとは認められず、また、本件処分地の売

却に係る補正予算の議会の議決は、その売却面積について１８０

坪を上限に制限を課したものと解することもできないことから、

同町長が本件処分地について売払許可をしたことは、当該議会の

議決の趣旨に反してこれを執行したものと解することはできず、

よって合理的裁量の範囲を逸脱し又は濫用したものと評価する

ことはできない。  
以上の理由から、本件処分地は適法に売却されたものと解する

のが相当であり、よって請求人の主張はこれを認めることはでき

ない。  

 
２ 意見 

補助金等の執行に携わるものは、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄

われるものであることを特に留意し、補助金等が法令及び予算の定めるとこ

ろに従って公正かつ効率的に使用されることに努めなければならない責務が

あることは言うまでもなく、その交付手続においてもその責務を十分に果た

さなければならない。そして、一般的に補助金等は、補助事業等の完了に係

る成果の報告を受け、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

により、その報告に係る補助事業等の成果が当該補助事業等の交付の決定及

びこれに附した条件に適合するものであるか否かを判断の上、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金等の額を確定すべきであると解するが、本件

助成金は、概算払いによることなく、その趣旨である新商工会館建設事業の

完了を待たずしてその交付額を確定して支出され、芸濃総合支所が津西商工

 



会から平成１７年度新商工会館建設事業実績報告書等の提出を受けたのは、

新商工会館竣工後３か月近く経った平成１８年９月２０日であった。 

これらのことは、補助金等の執行に携わるものに課せられた責務を十分に

果たしているとは言い難く、公金意識が極めて希薄であるとの評価を免れな

いものとして、非常に遺憾である。  
芸濃総合支所は、この財政的援助が、その目的である芸濃地域の商工業の

振興はもとより、津西商工会の区域全体の利益の増進に資するよう、同商工

会に対する必要な助言指導その他必要な施策を講じるなどの努力を怠っては

ならず、市民がその動向に注視していることを忘れてはならない。そして、

その努力等を通じて、市民からこの財政的援助について相当の評価が得られ

ることを期待して本監査のむすびとする。  
以上  

 

 



津市水道局告示第１４号 
 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局指定給水装

置事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第１号の規定により

告示する。 
  平成１８年１２月５日 
 

津市水道事業管理者  平 井 秀 次 
 
 

名    称 所   在   地 指 定 年 月 日 
有限会社共同設備工業 四日市市南小松町 611 番地 12 平成１８年１１月 ２７日
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